
はじめに

　戦後日本においては，社会福祉サービスの提

供は社会福祉事業法にもとづき，社会福祉に責

任を有する市町村や都道府県，国が公営施設を

設置してサービスを提供するか，社会福祉法人

にその事業を委託して提供してきた。しかし，

１９９０年代に「社会福祉基礎構造改革」により，

福祉サービスの「利用者による選択」と「事業

者と利用者の利用契約」する仕組とし，事業者

は国・地方自治体から出来高払いの「報酬」お

よび「利用者負担金」を受け取るシステムの導

入が検討され，介護保険事業（２０００年），障害者

自立支援事業（２００６年）において具体化されて
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きた。これは国際的にみられる公共事業の新自

由主義的改革による市場化・商品化の潮流が日

本の社会福祉分野で開始されたことを意味す

る。これにより，社会福祉施設や事業の経営主

体に社会福祉法人以外の特定非営利活動法人

（NPO法人と略す）や協同組合だけでなく株式

会社等の営利企業にも参入が認められた。今日

では，保育所経営にも都市部を中心にNPO法

人や営利企業の参入がひろがっており，それら

が貧困ビジネスとして不正行為が摘発された

り，火災事故や人身事故を発生させたりして注

目をされる事例もある。しかし，社会福祉法人

の中にも経営や運営が不適切であるとして告発

されるところも生じている。あらためて社会福

祉事業の公共性と事業主体のあり方が問われる

こととなっている。

　本稿では，社会福祉事業の新自由主義的改革＊立命館大学産業社会学部教授
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の進行にともなって，社会福祉施設・事業の経

営をめぐって，政策と経営の現場に近いところ

でかわされてきた言説を追跡することを課題と

している。

１．社会福祉事業の経営主体としての 

社会福祉法人

　まず，最初に社会福祉施設の経営主体として

の公営と社会福祉法人の推移を指標にしつつそ

の比重の変化をみることを通して，実態レベル

での改革の影響を確認する。

１戦後の社会福祉施設の推移と社会福祉法人

　戦後社会福祉事業の出発点における社会福祉

施設のうち生活保護法に基づく保護施設は公営

施設が多数を占めていたものの，他の施設の多

くは「民営」施設であり，その主体の中心が社

会福祉法人であった。

　福祉施設の中で多数を占めている保育所も，

１９５２年時点では公立保育所は全体の３８％であっ

たが６０年代に入って「ポストの数ほど保育所

を」を訴えた保育運動の全国的な展開を背景に

公立保育所の設置が進みその比率が民間保育所

の比率を上回っていった。児童養護施設は５２年

時点では，公営が２１％，社会福祉法人経営が

４０％であった。６０年代後半以降，保育所づく

り，障害者作業所づくり運動等を背景に市民・

当事者運動を基盤に社会福祉法人格を取得し，

施設づくりをすすめる例も増えた。

　養護老人ホーム，身体障害者更生施設，母子

生活支援施設（母子寮），保育所，知的障害者通

園施設，情緒障害児短期治療施設，児童自立支

援施設（教護院）などは８０年頃も公営施設が多

数であったが，臨調行革による補助金削減と公

立命館産業社会論集（第４７巻第１号）116

務員削減の中で公営施設の比率が低下していっ

た。高齢者福祉施設や障害者福祉施設は制度成

立当初から社会福祉法人の比重が圧倒的に高か

った。２０００年以降介護保険の居宅介護分野で

は，医療法人や株式会社が進出し，グループホ

ームでは営利法人の比率が最も高くなっていっ

た。保育分野でも民間企業の進出が解禁され，

２００６年１０月に施行された認定こども園制度によ

って，営利企業の参入が広がっていった。全国

に約二万三千カ所ある認可保育所で，２００８年４

月現在で１９５６年以来五十二年ぶりに公立保育所

数が私立保育所数を下回ることとなった。私立

保育所のほとんどは社会福祉法人によるもの

で，市町村が保育所直営から撤退していった。

２措置制度解体と利用契約制度化

　日本においては，生存権保障の国家責任を果

たして必要とする人に社会福祉サービスを給付

する仕組みを「措置制度」と称してきた。措置

制度の下では，福祉を必要とする人が，福祉サ

ービスの利用申請を給付責任を負う市町村行政

に対して行う。行政により「福祉に欠ける」と

いう判定を受けた場合には，必要な福祉サービ

スが行政から現物給付される。その際行政が直

営でサービスを給付するか，もしくは行政が措

置委託をしている民間業業者（そのほとんどは

社会福祉法人）が行政に代わってサービスの現

物給付を行う。その際は委託事業者と行政とは

「措置委託」の契約が結ばれ，事業に必要な費

用は行政から民間事業者に措置費として支払わ

れる。児童養護施設，母子生活施設，生活保護

関係施設，婦人保護施設等では今日でもこのよ

うな関係が維持されている。今日の保育制度も

基本的には，措置制度の関係を踏襲している

が，利用者による保育所（事業所）の選択と地



方自治体と利用者との契約関係が明確にされて

おり，利用者の選択権と行政による保育サービ

スの給付責任が一層明確になっている。利用者

負担である保育料は行政に支払うかたちとなっ

ている。

　ところが，２０００年の介護保険法と０６年の障害

者自立支援法および認定こども園などによって

導入された直接利用契約制度は，これらとは大

きく異なる。福祉を必要とする利用者は行政に

よりサービス利用限度の認定を受ける。そし

て，認定された限度内でのサービス利用契約を

利用者と事業者とが直接結ぶ。この仕組みは，

サービス提供事業者に社会福祉法人だけではな

く，NPO法人や企業等の多様な事業主体の参

入を認めるための仕組みであった。参入する事

業者は，行政から一定の基準に基づいて指定事

業者の認定をうけることで参入が認められるよ

うになる。事業者がサービス提供に必要な費用

は利用者の負担金と，行政による利用料補助額

によって賄われる。事業者には利用実績に応じ

た報酬のみが支払われることになる。しかも利

用契約事務や請求業務，利用者負担金（給食・

日用品費やホテルコストを含む）の徴収事務が

新たに課されることとなる。こうして，事業者

には膨大な事務量をこなす上に，利用者負担金

の回収ができない場合の対応も必要となる。滞

納金を法人が負担するか，もしくは当該利用者

に利用契約破棄をせまる役割を行使せざるをえ

ないこととなる。この役割は利用者と事業者と

のあいだに新たな壁を生み，福祉サービスの提

供者と利用者との共同の関係の成立を妨げ

る１）。
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２．社会福祉事業体の多様化論を 

先導した三浦理論

　以下の節では，前節で概説した実態的な変化

に対応して，社会福祉施設・事業の経営をめぐ

り，社会福祉政策形成の現場や社会福祉事業者

運動や福祉労働者運動に近いところで交わされ

た論点の推移をみていくことにする。それら

を，さらに距離をおいて論ずるアカデミックな

議論は，さしあたり検討の対象からははずすこ

とにする。

１三浦「社会福祉経営論」と「供給組織論」の

提起

　武蔵野福祉公社などとかかわって，措置制度

の対象とならない中間層を対象として福祉サー

ビスを有償で提供する仕組みの形成に実践的に

関わり，社会福祉研究において社会福祉事業体

や経営について１９８０年前後から「社会福祉経営

論」を提唱した三浦文夫にまずは注目したい２）。

三浦はその著『増補社会福祉政策研究』でみず

からの「社会福祉経営」論をつぎのように性格

づけている。

　これまでの社会福祉政策研究では「具体的な

政策決定のプロセスとか組織機構・運営方法，

財源の在り方などについての検討と評価が今ま

でほとんどなされていない」３）と批判する。そ

して三浦が提唱する「社会福祉経営論」は「社

会福祉の政策に焦点を合わせて，その政策の形

成およびその政策の管理，運営をいかにはかる

かを問題にするものであり」４），「ニードの把握，

そしてニード充足に必要な方法・手段（サービ

ス）の選択と決定，さらにこれらのサービスの

円滑な推進・展開のための必要な資源の調達，



確保等を主要な課題とする」５）とし，それは

「社会福祉実践のレベルで問題となる対象者処

遇をいかに行うかという視点で問題となる社会

福祉の処遇方法，技術とは自ずから異なるもの

である」６）と特徴づける。

　三浦の「社会福祉経営論」は，社会福祉施設

の経営論というよりも，社会福祉行政の管理・

運営の理論を提起するものであった。この三浦

理論の性格について「政策形成と管理・運営の

プラグマティックな研究という特徴に着目すれ

ば，『政策技術論』という呼び名のほうがふさ

わしい」７）と真田は特徴づけている。

　このような「政策技術論」としての三浦理論

の性格は，社会福祉の対象論でもある「ニード

論」をみれば一層明白になる。三浦は社会福祉

の対象としての「ニード」を「広義のニード」

と「狭義のニード」とに分ける。「広義のニー

ド」とは，「ある種の状態が，ある種の目標や一

定の基準からみて乖離の状態にあるもの」とさ

れ，「依存的状態」と名づけられる。「狭義のニ

ード」とは「依存的状態」の「回復，改善等を

行う必要があると社会的に認められたもの」

で，これを三浦は「要援護状態」とよぶ８）。こ

こでは，社会福祉を必要とする状態を，「ある

種の目標や一定の基準」から判断し，「回復，改

善等を行う必要があると社会的に認められたも

の」と限定して捉える。真田は，「対象の対象

化」という表現で，客観的な社会問題が政策主

体によって切り取られる過程をとらえたことが

あるが，この点を三浦なりに表現し直したもの

とみることができる９）。

　三浦文夫による社会福祉施設・事業の経営論

の提起と言えるのは，次の点である。三浦は，福

祉サービスの給付責任を，「ニードの充足を誰が

担当するか（遂行上の役割＝paerformance）」と
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いうことと「ニード充足に必要な資源の調達を

誰が行うか（資源調達の責任＝resuponsibility）」

ということの二つに区別する１０）。そして前者の

いわば「ニード充足の担当者」を「供給組織」

と呼び，さらに，従来の公的機関の直営による

「行政型供給組織」と社会福祉法人による「認

可型供給組織」を「公的福祉供給システム」と

して一括する。そして，これとは区別して「非

公共的福祉供給組織」の存在を示し，これには

「市場型供給組織」と「参加型（自発型）供給組

織」とがありうることを示す。

　三浦はこのような分類を提起した意図を次の

ように説明している。

　「在宅福祉サービスは，サービスを必要とす

る全生活に，長期間，継続的に係わることは少

なく，かつ，そのサービスの必要は一時的短期

的であったり，日常生活のこまごまとしたもの

に係わりをもったりする例が多い。そのため

に，これらのサービスは，公的責任で充足しな

ければならないようなものではなく，さればと

言って，営業として成立するほどではない場合

もある。その意味で，これらのサービスの供給

は，前述した公共的あるいは市場的な仕組みに

はなじまず，別途のシステムが必要とされてい

る。このような供給システムの原型は…（略）

…非公共的・非営利的な供給システムにみるこ

とができる」１１）。

　ここでは，在宅福祉サービスは「公的責任で

充足しなければならないようなものではない」

と断定され，市場的な仕組みにもなじまないと

して「非公共的・非営利的な供給システム」が

必要と結論づけている。三浦氏は，公的サービ

スを狭く限定し，したがって在宅サービスの公

的責任をも限定的なものと捉え，その外側に非

営利組織によるサービス提供や営利企業による



商品としてのサービス提供が成立することを提

起した議論であった。換言すれば，社会福祉の

公的責任範囲を狭くとらえ，それを補完するた

めに，社会福祉の外側もしくは周辺に「市場型

供給組織」と「参加型（自発型）供給組織」の

登場する社会的空間が存在しうることを提起し

たものである。この提起は，後の社会福祉の内

部への企業参入や，供給主体の多様化に道を開

くことにつながる提起であったとも言える。

３．「社会福祉基礎構造改革」での規制緩和・

企業参入推進論

　三浦の議論は公的福祉の外部で供給主体の多

元化を提起したものであったが，９０年代後半に

なると，公的な社会福祉事業の規制を緩和し，

公的社会福祉事業の内部に企業をはじめとする

多様な事業主体の参入を実際に提起し推進して

いく政策が「社会福祉基礎構造改革」として展

開されるようになる。１９９７年から９８年にかけて

行われた中央社会福祉審議会社会福祉構造改革

分科会では「規制緩和・企業参入推進論」が全

面的に展開される。

１選択の自由の観点からの措置（費）制度批判

　それまでは，社会福祉サービスの提供は国・

地方自治体が直接担うか，もしくは社会福祉法

人が，その委託を受けて代行するものであっ

た。その仕組みが「措置制度」である。公の支

配に属さない民間団体への公金の支出を禁じた

憲法８９条と整合性をもたせるために，戦後当初

に社会福祉事業法において社会福祉法人制度を

確立し，公の支配の下で民間社会福祉法人が社

会福祉サービスを提供する担い手となる仕組み

とし，社会福祉の公的責任を担保するようにし
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た制度がいわゆる「措置（費）制度」である１２）。

社会福祉基礎構造改革はこの戦後以来の措置制

度の改革を意図するものであった。分科会では

措置制度は次のように批判された。

　「現行の措置制度は，一般的に事業の効率性

や創意工夫を促す誘因に欠け，利用者にとって

はサービスの選択や利用しやすさの面で問題が

ある。また，事業者補助であるため透明性を欠

き，これが腐敗につながる場合もある」１３）。批

判の矛先は，社会福祉サービスを必要とする人

に公的責任においてサービスを現物給付するこ

とで生存権保障という行政責任を果たす本質的

機能ではなく，「効率性」「創意工夫を促す誘

因」「選択のしやすさ」や「事業者補助であるた

め透明性を欠」くなどといった形態面に面向け

られる。さらに，「措置制度では，特に，サービ

スの利用者は行政処分の対象者であるため，そ

の意味でサービスの利用者と提供者の間の法的

な権利義務関係が不明確である。このため，サ

ービスの利用者と提供者との対等な関係が成り

立たない」１４）という関係面が批判される。

　そこで，批判された側面を克服するものとし

て，措置制度に代わり，「個人が自らサービス

を選択し，それを提供者との契約により利用す

る」契約制度に改革し，「その費用に対しては，

提供されたサービスの内容に応じ，利用者に着

目した公的助成を行う」１５）利用費補助制度にす

ることが提案された。

２社会福祉法人同様の公費助成による民間企業

の参入促進

　さらに，社会福祉事業のサービス供給主体と

して，民間企業の参入を積極的に促進しようと

する議論が本格的に展開される。これは，前節

で見たように三浦文夫が，社会福祉事業の外部



の周辺に「参加型（自発型）供給組織」と並ん

で「市場型供給組織」すなわち民間企業による

サービス供給を想定した段階とはことなり，営

利企業を社会福祉事業の内部に引き入れる提案

である。「民間企業には，倒産や解散があり得

るからと言って，民間企業は社会福祉事業の継

続性等を担保出来ないということにはならな

い。むしろ多様な主体が競争し，悪いものが淘

汰されていくことによって，サービスの質はよ

くなり，逆に継続性，安定性の高いサービスが

提供できると考えるべきである」１６）と，競争に

よりサービスの質の向上が期待されると，分科

会では強調される。

　そして民間企業を積極的に引き入れるために

社会福祉法人と同様の公費助成を要請する。

「措置制度下の社会福祉法人には，公費の助成

があったが故に事業の継続性，安定性が保障さ

れたのであって，公費の助成がつくようになれ

ば，民間企業においても格段に継続性，安定性

が高まるものと考える」１７）。「参入規制を撤廃し

て，サービスの質の向上や施設などの改善が評

価されるような環境を社会福祉事業に導入すべ

きである。仮に，競争の結果，事業経営が行き

詰まることが余儀なくされるケースが発生して

も，競争が確保されていれば経営陣の交代とい

う手段もとれるし，利用者は他の事業者を選択

できる」１８）と強調する。

　民間企業にも社会福祉法人が享受している公

費助成を企業にも要求している点は，後に登場

するような社会福祉法人への公費助成の撤廃を

求める「イコールフッティング論」とは異な

る。

３市場原理の導入と最低基準の弾力化

　企業参入の条件を整えるために，措置制度に
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付随して定められていた公的規制の緩和が提起

される。

　「施設，設備や人員配置などの外形的な基準

については，質の低下を来さないよう留意しつ

つ，弾力化を図る」。さらに「賃金についての

制約を外し，各事業者が，社会福祉施設等職員

にふさわしい給与体系を導入し，その職員の能

力等に応じた処遇を可能にする必要がある」と

する１９）。措置（費）制度では，直営事業を民間

社会福祉法人に委託しているという性格を有す

るため，措置費に含まれる人件費は公務員給与

の水準が基準とされていた。しかし，そのよう

な基準が問題にされなくなるわけである。サー

ビスの質に関しては「事業運営の理念，サービ

スの実施体制，第三者評価の結果，財務諸表な

ど利用者による適切な選択のための情報を提供

者にわかりやすく開示させるとともに，利用者

がサービスに関する情報を気軽に入手できる体

制を整備する」ことで確保されるとする２０）。利

用者による選択の仕組みが，事業者に質を維持

させるよう市場の力が働くことで確保されると

想定しているわけである。措置制度の下では，

「最低基準」が外形的に定められ規制されてい

た。福祉サービスの利用者は社会的弱者である

がゆえに，情報弱者でもあることを踏まえれ

ば，措置制度における「最低基準」による分的

規制には合理的根拠があったと言える。しか

し，分科会では，その実効性が不問にされたま

ま，市場原理に質の確保をゆだねる提起がなさ

れた。

４人件費と施設整備の公的財政負担縮減の仕

組み

　福祉サービス提供に要する費用の中心となる

のは人件費とサービス提供に必要な施設の整備



費（土地の確保と施設建設の費用保障）であ

る。前者の人件費に関わって措置制度の下で

は，民間の社会福祉法人に事業を委託する場合

は，措置費による人件費水準が公務員水準に満

たない差額を，「公私間格差是正」のための「民

間給与改善費補助金」を支給して公務員給与に

準じた人件費の補償を行ってきた。これは，民

間社会福祉事業者や福祉労働者の運動による提

起が正当性を有していたがための国や地方自治

体の譲歩でもあった。

　後者の施設整備費の方は，用地確保費を国の

公的補助の対象とせず，社会福祉法人が自前で

確保することを前提としてきた。社会福祉事業

を措置委託するのにそれに要する土地を補償し

ないことそれ自体は，社会福祉事業法が禁じて

いる公的責任の民間への転嫁の疑いがある。そ

れを理解した地方自治体では用地を無償提供す

るところが少なからずあった。国は土地をのぞ

く建設費を中心として施設整備費は措置費に含

めず別途の補助対象としてきた。措置費に施設

整備費は含めず，別途補助対象にしたのは，措

置費による経常経費から施設整備費用が転用さ

れることで，サービス水準の低下が起こること

を防ぐ狙いがあり，このような財政的な切り分

けには合理的根拠があった。

　しかし，分科会は，「設置者がサービスの対

価として得られる収入を施設整備に係る借入金

の償還に充てることができる仕組みとする必要

がある」として，事業費収入から施設整備費を

捻出する仕組みを提唱した２１）。措置費や後の介

護保険事業において事業者に支払われる介護報

酬など，公的に支払われる事業費から施設整備

に要する費用への転用を認めることは，その費

用補填がない限りサービスに要する費用とりわ

け人件費を切り下げて施設整備費用や減価償却
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費賄うことを民間事業者に余儀なくさせ，サー

ビス水準の低下を招くだけでなく，施設整備費

の公的補助の縮減にも道をひらく提起であった

と言える。

５社会福祉事業経営の「効率性」をかき立てる

　次いで，分科会は，社会福祉事業者に経営・

管理（マネジメント）努力と「効率化」の追求

を強く要請する。

　「現行の制度においては，事業者の経営努力

の成果が経営状態の改善や事業の拡大に必ずし

もつながらないため，事業者の経営意識が育ち

にくく，また，効率性の向上が経営目標ともな

っていない。…今後は，効率性を向上させよう

とする事業者の意欲が高められ，かつ，そのた

めの努力が報われるような条件整備をしていく

必要がある。このため，社会福祉法人の会計・

経理，経営管理体制の改革と併せて，経営管理

指標の設定，職員の専任・常勤規制及び業務の

外部委託についての制限の緩和，省力化の推進

を行う必要がある」２２）。

　措置制度下では，職員配置基準が専任職員や

常勤職員でなければならないという規制，給食

業務等の外部委託の規制があり，それによって

サービスの質についての最低基準が担保されて

いたが，この規制を緩和することで，個別事業

者ごとに経営効率を高める環境整備のための規

制緩和を提起しているのである。これは，基本

的に公務員基準であった福祉労働者の労働条件

の低下と，正規労働者の非正規労働者への転換

を導き，労働者の勤続年数や定着率の低下を招

き，結果として福祉労働者の集団に蓄積され維

持された専門的力量の低下，利用者にとっての

サービス水準の切り下げをもたらす提起であっ

た。



　さらに，社会福祉法人に対しては，「一法人

一施設では，経営基盤が脆弱であり，人事管理

上も問題があるので，法人の経営規模の拡大を

可能とする方策をとる必要がある」として規模

拡大を推奨する。そして「現行の措置制度の下

で行われている本部会計と施設会計との厳格な

区分を撤廃し，会計間の資金移動を弾力化する

ことや，施設整備の積立金や引当金を認めるこ

とも考えられる」２３）などとして，個別事業者の

経営努力を強調するのである。

　このように「社会福祉基礎構造改革」として

示された方向は，措置制度により社会福祉に対

する国と自治体の公的責任が担保された仕組み

を改善するものというよりも，市場原理を大幅

に取り入れ，企業参入を促進し，公的財政負担

を抑制し，規制緩和で社会福祉法人を含め，効

率的な経営管理と，非正規労働者の積極的導入

をもたらすものであった。このような方向は，

後に介護保険制度や障害者自立支援制度の創

設，社会福祉法人制度改革や，子ども子育て新

システムの提起として繰り返し登場し続けるこ

とになる。

４．社会福祉基礎構造改革への批判論

　前節でみた社会福祉基礎構造改革に対して

は，当然幾つかの反論があった。

１選択の自由の観点からの措置制度批判を受け

ての改善課題の提起

　社会福祉構造改革分科会で展開された「選択

の自由」の観点からの措置制度「批判」の対極

には，社会福祉法人の役割を重視し，生存権保

障の観点から措置制度を擁護しつつ改善課題を

示唆する議論が提出されていた２４）。
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　まず，社会福祉法人に近い位置で弁護士活動

をしていた斉藤浩は，社会福祉施設と行政と施

設入所者の関係論について次のように確認する

ことを強調する。「行政が委託者，施設が受託

者である。…委託契約書を作ること」が当然で

ある。「措置を要する人（国民）の具体的事業

においては裁量の余地はなく…措置義務が具体

化する」。「入所者は人権が施設によって侵害さ

れることのないよう配慮される権利をもち，行

政もこの立場で監督責任を適正に行使せねばな

らない」とする２５）。

　さらに，措置制度批判論が「選択の自由」を

対置した「行政処分」について田村和之は，「入

所措置処分の一方性は行政行為のそれであり，

しかも，入所措置処分のような行政行為は，事

柄の性質上，利用希望者（申請者）の意志に反

して行うことのできない，いわゆる相手方の協

力・同意を要する行政行為である」２６）。また，

「絶対数が足りないとか，地域的な配置が適切

でないとか，ニーズを満たすような運営をして

いないものが多い等の事情があるため，実際問

題としては利用者の施設選択が制約されている

場合が多いことは確かである。…しかし，その

ことが施設選択権の否定を意味しない…。施設

の選択にあたっては，福祉の専門機関・専門職

員の判断が尊重されるべきである。しかし，そ

のことは考え方の問題として，利用者の同意な

しに行政庁が施設を選択・決定することの承認

までは意味しない」２７）として利用者の意志と選

択権を尊重することが措置制度の下でも要請さ

れると確認している。その上で「契約形式をと

る方が国民の社会福祉施設利用の権利侵害に対

する裁判による救済については有利である」と

して「契約」という形式をとることは，救済の

際に「有利」であると指摘している。この点は



行政手続き法のもとで実現されたとみることが

できる２８）。

　措置制度を権利保障の制度として機能させる

ために次のような改善課題があることを提起し

ている。「措置制度は国・地方自治体がその事

務・事業として社会福祉施設サービスを提供す

る仕組みであり，利用者の地位，サービスの内

容・条件などは，基本的には法令（とりわけ各

社会福祉施設の設備・運営の基準・最低基準）

の定めるところにより規律される。しかも，そ

れが利用者の権利である…。問題は法令の規定

するところがなお低水準であったり，内容的に

あいまいで行政や施設の側に裁量の余地を広く

認めていたりすることである。また，利用者の

施設運営への参加がほとんど未確立であること

が，設置管理者の側の一方的な運営と利用者の

側のそれへの従属をもたらしている大きな要因

である」。すなわち，利用者の権利保障水準を

規定する法令の水準が低いこと，行政や施設の

側に裁量の余地を広く認めてしまっているこ

と，施設運営への利用者・国民の参加制度が未

確立なことが改善すべき問題点であることを指

摘したのである２９）。

　これと，関連して，自覚的な自治体労働者が

従事している自治体直営の養護老人ホームや住

民運動によって組織された社会福祉法人が運営

する特別養護老人ホームでは，利用者参加のた

めに入所者自治会や家族会の組織化が取り組ま

れ，施設側との対等な関係構築の努力がされて

いたことを指摘しなければならない。また，認

知症高齢者のための適切な介護方法の模索が，

現場従事者と施設経営者の共同で意識的に追求

されていた事例があり，措置制度が「創意性」

の発揮を抑制していたとの批判も一律には当て

はまらないことを指摘しておかなければならな
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い。むしろ，措置制度に代わって登場した介護

保険制度の下でそのような創意性の発揮が「経

営効率優先」のもとで萎縮していったと言え

る。

２株式会社の参入は拒否するが規制緩和を推奨

する

　社会保障制度をアメリカのように民間保険会

社依存のシステムに典型的な株式会社の参入さ

せることには批判的だが，規制緩和は推進すべ

きと主張する見解が医療経済学者の西村周三か

ら提起されていた。

　西村は，社会福祉や医療に限らず郵政事業も

含む行政機関による事業経営の問題点として①

「利益の発生という目標がないために費用節減

意欲に欠けること」②「事業の存続が至上目標

となるために，過剰な投資が行われがちとなる

こと」③「料金は規制されるが，経費が上昇す

れば自動的に料金が引き上げられる仕組みを内

蔵しているために，質の向上意欲も場合によっ

ては働かないこと」などを指摘する３０）。

　しかし，同時に「供給のあり方はともかく，

医療や福祉・介護を国民に保障する仕組みを，

民間保険に委ねることは，可能な限り避けるべ

きである。このような需要側のシステムを民間

に委ねることは，所得分配という観点からみて

計り知れない問題を引き起こす」３１）として，制

度全体の経営を営利企業に委ねる「民営化」に

は否定的で，「需要側のシステム」としての公

的制度の枠組みを維持し，「供給のあり方」に

ついての「民営化」は容認し「規制のルール化」

を提起する。

　西村のいう「供給のあり方」に関する「規制

のルール化」とは，①「料金規制─料金，価格

を公定したり，上限を定めたりすること」，②



「利益規制─公正だと思われる利益率や利益額

の上限を定めたりすること」，③「参入規制─

医療機関の立地を規制したり，医師などの資格

免許制度をもうけること」，④「サービスの質

を保証するための規制」３２）の四つである。

　「料金規制」については，「知識のない人が不

利益をこうむるという問題は…料金規制のもっ

とも大きな根拠となる」が，「政府に規制して

もらわないでも，不当に高い料金をとる病院に

は行かないように情報を集めて努力をすること

も重要なことである」と料金規制の自由化を西

村は許容している。利用者の料金負担にもとづ

く自由選択によって事業者の淘汰を推奨する主

張である３３）。

　「利益規制」については，「厳格に利益の発生

を禁じることは，一見すると好ましいように見

えるが，現実にはそのような仕組みをとったと

しても，経営者の工夫次第ではいくらでも営利

追求はできる。肝心なのは，利益の発生の是非

ではなく，どのような経営が行われているかに

ついての，透明性が確保されているかどうかに

ある」として，「営利追求を禁じるが，利益の発

生は認める」という原則が有効だとする。そし

て，社会福祉法人に「利益の発生が生じること

を認めていない」現行制度の下では，「福祉サ

ービスの提供に関して，さまざまな工夫をする

意欲を減退させている可能性」があり「一定の

範囲内での剰余金の発生を認めた方が，施設従

事者にさまざまな工夫をする意欲がわく」と述

べる。西村は「利益の発生」が社会福祉法人の

意欲を引き出すものと捉えているのである。企

業においてその説明は成り立ちうるが，社会福

祉法人で創意工夫をしてきたところは，利潤動

機ではなくミッション性によって導かれたもの

が多いことを無視している３４）。西村は「初期投

立命館産業社会論集（第４７巻第１号）124

下資本の調達が困難であるために」，「社会福祉

法人の場合にも，一定限度の剰余金の発生を認

め」，資金調達のための「社会福祉債の発行の

ための制度的条件を整えていくことが望まし

い」としている３５）。西村は利益規制の撤廃を主

張するものであり，施設整備費をはじめとする

初期投下の資金についての公的保障責任を免責

し，施設整備費のための金利負担を利用者に転

嫁するのを容認する性格をもっている。これ

は，医療保険制度下での病院経営実態を，その

まま社会福祉に持ち込む議論である。

　「参入規制」に関しては，「株式会社という形

態を認めることは，『営利追求』をその理念と

して認めることになるので，やはりこの種の規

制は必要であろう」３６）としている。

　「質に関する規制」に関しては「消費者とし

ての市民が，これらのサービスを見る目を養う

ことができるような，条件整備こそが，政府の

政策として求められている」という点を強調し

ている３７）。

　西村氏の議論は，株式会社の参入には否定的

であるが，規制緩和の積極的な推進を提起する

ものである。

３社会福祉事業の場の構造転換のもとでの新た

な課題を提起する議論

　社会福祉基礎構造改革は，規制緩和と市場化

を進めることで措置制度を解体していくもので

ある。石倉康次はこれによって，公的責任の伴

う社会福祉の境界領域が曖昧になっていく過程

も同時に進行していることに注目し，磁場をイ

メージした「社会福祉事業の場の構造転換」と

して把握し，場の構造をどう作り替えるかとい

う点が争点となるだけではなく，そのような場

の中で事業展開をする社会福祉事業体の経営の



あり方も同時に問われる段階になったとの提起

をおこなった３８）。

　石倉は，三浦文夫が提起した「サービス供給

主体」という用語を使わずに，「社会福祉事業

体」という表現でこれを捉え直し，それは真田

是の三元構造論と福祉労働論を継承し，「社会

福祉事業体は制度・政策と対象とを媒介する独

自な位置にある」と捉えた。そして「社会福祉

事業体の経営には「①政策主体の政策意図が貫

徹されるための担い手としての論理，②社会福

祉事業体としての経営存続の論理，③対象者の

人権・生存権保障の要求にこたえる論理，④社

会福祉事業体ではたらく従事者の生活維持を図

る論理という四つの論理」が働いていると指摘

した３９）。

　その上で，「介護保険制度や支援費支給制度

によって再構築されつつある社会福祉事業の場

の構造のもとでは，社会福祉サービスの供給が

利用者の権利保障として機能するような「規制

のルール化」と，社会福祉事業体が利用者・国

民の権利擁護の方向を機軸に経営展開が可能と

なるための「新たな課題」として，少なくとも

四つの基本課題が提起されていることを指摘し

た。その第１は「社会福祉事業の『場』」の市場

原理とは異なる社会福祉事業としての独自な正

統性原理［＝生存権保障］を再確認しこれを守

る仕組みを構築する課題」。第２は，「社会福祉

事業の場で社会福祉の使命を体現して事業展開

をする事業体を守る課題」。第３の課題は「福

祉労働者，利用者・国民の地位を高め社会福祉

事業の場において有力なアクターとして行動し

うる条件を構築すること」。第４は多様な事業

主体が社会福祉事業体として参入する下での

「公立施設の存在意義や公的責任のありようを

明確にする課題」がそれである。そして，第２
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の課題に関しては，企業参入が進んでも医療・

社会福祉事業から得られた余剰を医療・社会福

祉以外の分野へ吸い上げる方式はくい止めるこ

とや，株式会社の参入規制，労働者の身分や労

働条件を一定水準で守る労働市場の規制，社会

福祉法人の自主的組織化による税制上の優遇措

置等の維持，民間非営利組織の優遇的措置等を

挙げた。第３の課題に関しては，社会福祉にお

ける申請権，不服申し立て制度，苦情処理制度

が実質的に機能させる方向での取組を強めるこ

と，社会福祉制度に関するオンブズマン制度や

情報公開制度の確立をすすめること，社会福祉

事業体においても情報公開と運営への当事者参

加・労働者の組合組織との自立的な関係の確立

をすすめること，住民自身による事業の組織

化・事業への参加を（協同組合方式の意義）推

進すること，行政による事業者監視の活動の強

化と住民や第三者の参加方式を確立すること等

を挙げた。第４の課題に関しては，財源の地方

自治体への移譲，施設整備や用地確保に対する

市町村の負担責任の明確化，市町村がサービス

供給主体から撤退したり消極化する傾向をくい

止めて，現業部門や施設を保持しつづけないと

指導責任が果たせないこと等を指摘した。

５．社会福祉法人制度改革論をめぐって

　介護や保育を含む社会福祉事業分野に企業参

入が進むと，現に参入した大手株式会社の立場

から，社会福祉法人が享受している公的補助の

廃止を提起するイコールフッティング論や社会

福祉法人制度そのものを改革すべきだとの議論

が登場してくる。



１社会福祉法人の規制緩和の推移

　戦後当初に制度化された社会福祉法人は，設

立の資産要件に土地建物の所有を義務付けた財

団法人的性格で出発し，①所有財産処分の禁

止，②抵当権，担保に供する所轄庁の承認，③

資産の時価評価及び減価償却制度の排除，④立

て替えや修繕費に対する一定の公的補助，⑤解

散時の残余財産の処分先の制限，⑥措置費によ

る施設運営費の公的負担，等によって社会福祉

事業における資産の経済的価値を減少させない

仕組みとともに，剰余金・引当金等を必要とし

ない制度の下で公益性，非営利性が確保されて

きた。

　ところが，現在，社会福祉法人の設立に当た

っての資産要件は，①事業を行うために直接必

要なすべての物件（土地・建物）の所有権を有

していること，②事業に必要な物件（土地・建

物）を国または地方公共団体から貸与または使

用許可を受けている場合には，１千万円以上に

相当する資産（現預金等）を基本財産として保

有していること，③社会福祉施設を経営しない

法人は，原則として１億円以上の資産を基本財

産として保有しなければならないが，収入の安

定性等の要件を満たした場合には所轄庁が認め

た額に減額できること，④土地取得の困難性を

考慮して，事業の存続に必要な期間の地上権ま

たは賃借権を設定・登記した場合には土地貸与

でも可とされること等の緩和が図られている。

　さらに，運営上においても，①各種積立金の

容認，②資産の時価評価，減価償却制度の導

入，③施設整備費補助の縮小や福祉医療機構か

らの借入金の上限設定，④「常勤換算方式」に

よる職員配置基準を中心とした最低基準上の規

制緩和も進んだ。とりわけ，減価償却制度の導

入は，施設整備補助金の削減と相まって，施設
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整備費を年々の剰余金によって確保する必要を

生じさせ，処遇サービスの低下や職員人件費を

圧迫し福祉労働者の非正規雇用を引き起こして

いることは先にも触れた。

２社会福祉法人改革の動向

　中央社会福祉審議会福祉部会は２００４年１２月に

『社会福祉法人制度の見直しについて』と題す

る意見書を発表した。そこでは，社会福祉法人

に対して「公益性の追求」，「安定性の確保」，

「経営の自律性の強化」を要請する一方で，す

でに企業等の参入が進んだ介護保険事業分野で

は，「イコールフッティングの観点からの「社

会福祉法人への支援策の見直し」（＝縮小・廃

止）をすることが提起された。その後，社会福

祉法人への非課税措置の廃止にはいたらなかっ

たが，介護保険制度対象施設職員の退職手当共

済制度に対する公費助成の廃止が強行された。

０５年に改正された介護保険法や０６年の障害者自

立支援法の下で，低所得者に対する利用料の

「社会福祉法人減免」を社会福祉法人負担で押

し付け，事業所に支払われる「報酬」は月単位

ではなく日々の利用実態に合わせて支給される

こととなった。これらの施策は，既に先行して

いた社会福祉法人職員の給与水準の公務員水準

との格差を補う公私間格差是正制度の廃止や社

会福祉法人への措置費等の補助体系の解体と相

まって，社会福祉法人の経営を圧迫し，正規職

員の非正規職員への切りかえを誘発するもので

あった。

　厚労省社会援護局長の私的研究会として設置

された「社会福祉法人経営研究会」は０６年８月

に，『新たな時代における福祉経営の確立』と

題した報告書を発表した。その中で，社会福祉

法人に対し「規模の拡大」を奨励し，同時に社



会福祉法人に対して「経営能力の向上」「長期

資金の調達」「人材育成と確保」等を強調した。

それまでの社会福祉法人に対する行政による

「規制」と「助成」の姿勢から，社会福祉法人に

対して「自立・自律」と「責任」，「施設管理」

から「法人経営」への社会福祉法人「改革」を

強調した。

３社会福祉法人の独自性を慈善事業と措置制度

に縮減する議論

　社会福祉法人の独自な公益的役割を費用の公

的保障のない慈善事業に縮減する議論が，２００７

年に厚労省の内部で介護保険制度の立ち上げに

かかわった元官僚（老健局長）の大学教授堤修

三から提起された。堤は，「多くの制度が措置

から契約に転換した現在，社会福祉法人が行っ

ている社会福祉事業には公益性があるといえる

だろうか。またそのままでは公益性があるとは

言いがたいとすれば，どのような事業であれば

公益性があるといえるだろうか」４０）と問題提起

し，社会福祉法人が担う「公益性のある社会福

祉事業」として三つを指摘する。

　「第１の類型としては，制度上応益的な利用

者負担とされている事業において，事業者自ら

の費用負担で低所得者に無料・低額でサービス

を利用させる事業が考えられる」。これは，社

会福祉法人負担による低所得者の減免制度を肯

定する議論である。「第２の類型は，必要な費

用を補填する制度ではないが，社会福祉法にお

いて社会福祉事業とされている‘生計困難者を

支援する事業’であるこれらの事業は，費用を

補填する制度がないのであるから，基本的には

法人自らの負担もしくは善意の寄付により行わ

れる。社会福祉事業の原点とも言うべき慈善的

な事業である」。「第３の類型として考えられる
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のは，社会福祉基礎構造改革後も，措置制度の

対象として存続している事業である。措置制度

のままで残されている児童養護施設を経営する

事業などのほか，生活保護法による保護として

行われる事業も含まれる。これらの事業は保護

費や措置費によって必要な費用が賄われるから

慈善的な事業とはいえないにしても，行政がそ

の責任で行う事業について行政庁から委託を受

け，それに代わって行うのであるから，引き続

き公益性があると考えることが可能であろ

う。」４１）と述べる。

　堤が第１，第２類型を「費用の補填」のない

公益性のある事業だとする論理と，措置制度と

しての第３類型は全面的に公的に費用が賄われ

ているから公益性があるとする論理との間に，

論理的整合性が認められない。堤の分類では介

護保険事業はこのいずれの類型にも属さないこ

とになるが，介護保険事業は公益性のない事業

と言うのであろうか。

　結局，介護保険制度においては社会福祉法人

は，参入した企業等と同一条件で競争するべき

で，社会福祉法人が公益性のある法人として存

在証明ができるのは，費用補填のない慈善事業

と措置制度の事業者としてあるがゆえだとする

現状追随の論となってしまっている。このよう

な考え方が，社会福祉法人経営を援助する立場

にある社会福祉法人大阪府社会福祉協議会が発

行する『社会福祉法人の在り方研究会報告書』

として提起されていることも無視できない点で

ある。

４非営利セクター論の登場を踏まえた社会福祉

法人のあり方論の提起

　社会福祉基礎構造改革の下で社会福祉事業体

として，社会福祉法人以外の協同組合やNPO



法人の参入が可能となったことから，この構造

改革を評価する向きがあらわれた。しかし，ア

メリカでは「１９８０年代におけるレーガン政権に

よる社会福祉プログラムへの攻撃の結果，非営

利組織は営利企業との厳しい競争に直面するこ

とになっている」４２）とする指摘を留意する必要

がある。日本においては，「社会福祉法人」が

非営利セクターとして社会福祉分野で主要な役

割を担ってきたし，同族経営という弊害が一部

にあることが批判されることもあるが，住民運

動を背景に設立された社会福祉法人もあり，社

会福祉法人制度が国民の社会福祉事業への参加

の形態として定着してきたという実績も評価し

ておく必要がある。このような立場から，社会

福祉法人制度はその積極面を評価するととも

に，弱点を自己改革していく方向を提起すべき

とする議論が登場した。社会福祉施設経営者同

友会と全国福祉保育労組と総合社会福祉研究所

の三者の合同検討会による「中間のまとめ」が

それである４３）。

　そこでは，社会福祉基礎構造改革による措置

制度から利用契約制度への転換の下で，社会福

祉法人の経営に生じている困難を次のように指

摘している。それは「収入が減少・不安定化す

る一方でのサービス水準の質的向上が求められ

るという相矛盾した課題である。さらに，職員

処遇（賃金等）の改善・向上のための十分な財

源がない中での職員の確保と専門性の向上とい

う矛盾，利用者の費用負担が重くなりサービス

の利用がしにくくなるという矛盾」した課題を

抱え込まされていると指摘する４４）。そして，

「社会福祉法人の役割と使命」として，社会福

祉事業の基盤である「憲法を遵守する」，「現行

の制度上の事業を通した国民の生存権・発達権

の保障」，「社会保障・社会福祉における公的責
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任の後退が続く中で制度の対象から切り捨てら

れ，制度の谷間におかれた人たちの生存権・発

達権を守る事業を自主的に展開すること」を挙

げている。さらに，「地域に根ざした社会福祉

法人として運営できるような組織体制の強化」

も必要だとして，「理事会・評議員会のあり方」

「資金調達のあり方」「利用者・住民を第１の権

利主体とする関係の確立」「経営者と労働組合

のそれぞれの立場を尊重した労使関係の確立」

「社会福祉法人経営と様々な関係諸団体との協

力・共同・連携の確立」等の課題を具体的に提

言している４５）。

６．「新しい公共」と「社会事業法人」の 

提起と企業参入促進論

　２００８年のリーマンショックに端を発する国際

金融危機のもとで新自由主義的経済政策の破綻

を来たし，その下での国内大手輸出関連企業の

日雇い派遣労働者の首切りの大量発生が不安定

雇用を推進して生きた政策の問題点を露呈し

た。さらに，新自由主義的改革の一典型として

の郵政民営化が地方切り捨てにつながるとする

過疎地域の反発，後期高齢者医療制度が７５歳を

区切りとした差別医療だとする反対運動や障害

者自立支援法が就労支援に利用者負担を徴収

し，障害の重い人ほど負担金が増える「応益負

担」は憲法違反だとする訴訟運動の高揚など

が，背景となり，２００９年の総選挙で，民主党は

単独で過半数を占める結果となった。それまで

与党として政策を推進してきた自民・公明の連

立政権は崩壊し，民主・社民・国民新党による

連立政権への政権交代が実現し鳩山新政権が誕

生した。この政権が社会福祉分野でどのような

政策展開を行うかが注目された。介護職員の４



万円賃金引き上げをめざし，２０１１年度まで介護

福祉職員月額平均１.５万円の賃金引き上げ相当

額助成を提示した。また障害者自立支援法は廃

止と新制度制定に取り組むことを約束し，２０１０

年度に市町村民税非課税障害者の利用者負担無

料化を実現した。しかし，後期高齢者医療制度

廃止の公約は守られず，保育所の待機児童解消

のためとして，国の定める保育所最低基準緩和

と自治体ごとの裁量を認める方向を提起した。

１「新しい公共」円卓会議でのイコールフッテ

ィング論と「社会事業法人」の提起

　民主党鳩山政権は，総理大臣が主催する「新

しい公共」円卓会議を２０１０年１月から開催し６

月に「新しい公共」宣言を発表し，そこで社会

福祉事業体をもそれに含まれた「社会事業法

人」の制度化を提起した。「宣言」によれば，

「これまでのように，政府がカネとモノをどん

どんつぎ込むことで社会問題を解決することは

できないし，われわれも，そのような道を選ば

ない」とし，「国民，企業やNPOなどの事業体，

そして政府が協働する」ことでこれに対応する

としている。これは，１９９７年に政権に就いたイ

ギリスの新労働党政権が提唱した，行政がサー

ビスを提供してきた分野に，企業やボランティ

ア団体などの民間セクターと行政と協働するこ

とを提起した「パートナーシップ」論と酷似し

たものであった。このような新労働党政権の政

策に対しては，イギリス国内では貧困を解決せ

ずむしろ深化させたとの批判が近年高まってい

る４６）。

　第３回「新しい公共」円卓会議（２０１０年３月

１６日）で，駒崎弘樹（特定非営利活動法人フロ

ーレンス代表理事）は「社会事業法人」提案の

趣旨を次のように述べている。「日本はご存じ
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のとおり世界一の借金国ということでして，政

府によってすべての社会的課題は解決できない

状況に来ている。ゆえに，小さな政府・大きな

公共という形で社会的課題を分担していき解決

していかなくてはいけないという状況になって

おります」と政府の財政難をまずあげる。そし

て，「では，そうした問題をだれが解決してい

くのかといった場合においては，…社会福祉法

人等々は行政の下請け化し，補助金漬けになっ

ているという現状があります。そこでNPOが，

あるいは社会性の強い企業がこの社会的課題を

解決していくというような流れが考えられ得

る」とする。第４回「新しい公共」円卓会議

（２０１０年３月２５日）でも駒崎は，「社会福祉法人

は，地域においては，残念ながら，さまざまな

自治体の委託事業を随意契約で取り，ある種既

得権益化している部分というのも残念ながらあ

るというような状況でございます。…そして，

新しい社会事業法人が社会福祉法人やあるいは

さまざまな既得権益ときちんと公正に競争でき

る…イコールフッティングの環境をきちんと整

備してより生産性の高い事業が国の事業をきち

んと補完していくというふうにしなければ，あ

る種この公共サービスの生産性というのはわか

らないだろうというふうに思うわけでございま

す」。「地域の社会福祉協議会等の社会福祉法人

が自治体の委託を寡占している」。「こうした従

来の公共サービスの担い手達と，社会的企業を

イコールフッティング（競争の公正化）させ，

公共サービス領域において，公正な競争を行

い，劇的に生産性を向上させるための，法人類

型の整理を検討することが必要」であり，「社

会福祉法人等との公正な競争を担保するスキー

ムの検討」であると，円卓会議の趣旨を述べて

いる。



　「社会事業法人」の案としては「非配当株式

（持分）を持つことができ」「出資金の税額控

除」「収益事業から非収益事業へのみなし寄付

可能（所得の５０％）」「法人税率」は「一般社団

法人と同様に３０％。ただし中小企業優遇税制の

対象になる」法人解散時は「出資額を限度とし

た払い戻しを行い，余剰資産は国や地方自治体

に帰属する（出資額限度法人）」であるとして

いる。

　駒崎は通商産業省「ソーシャルビジネス研究

会」４７）（座長は谷本寛治橋大学大学院教授）の

メンバーで，この研究会にも「新しい公共」円

卓会議のいずれの組織にも社会福祉法人関係者

が入っていないことが特徴である。このような

議論は，社会福祉法人が措置委託をうけて福祉

サービスを供給してきた経緯や，すでに社会福

祉法人以外の法人の参入規制の緩和も進められ

てきたという動向を全く踏まえていない。ま

た，公益法人の中には，医療法人や学校法人も

あるがそれらには言及されず，社会福祉法人だ

けが焦点づけられている。

　ここで提起された論とほぼ同様の趣旨は，経

済同友会が発表した「市場を活用するソーシャ

ルビジネス（社会性，事業性，革新性）の育成

─日本的市民社会の構築に向けて─）」（２０１０年

７月）でも展開されている。「国も地方も巨額

の財政赤字を抱えており，大きな財政支出を期

待することはできない。それどころか，巨額の

財政赤字自体が，国民の将来不安の根幹であっ

て，バラマキ的な財政支出は逆効果とも言える

であろう。その背後には，国民の政治に対する

信頼の失墜や，昨年の事業仕分けでも明らかに

された，行政機関の非効率性の問題がある。国

民は今のままの効率の悪い政府の肥大化を決し

て望んではいない」。
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　環境問題や福祉問題などの社会的問題につい

ては「民間企業だけで解決することも不可能で

ある。…古くから『市場の失敗』とされてい

る。だからといって，政府が，一部の悪質な企

業のために，大多数の善良な企業も含めて網羅

的に規制をかけることは，政府部内においても

企業内でもコストを発生させ，最終的には多大

な消費者負担を発生させる。さらには，規制に

よって企業のイノベーションを阻害すること

は，生活の豊かさを創造する根本をも破壊する

ことになる。政府による規制や，費用対効果や

社会的な影響を勘案し，必要最小限に止めなけ

ればならない」として規制緩和を強調する。

　そこで「政府でも，企業でも，解決が困難で

あれば…「市場の進化」のドライバーとして，

『市民セクター』の発展の必要性」を提起する。

「市民セクター」とは「特定非営利活動法人だ

けに限らず，広く公益法人認定法による公益社

団法人と公益財団法人，法人格のない任意団体

なども含め，広く社会的課題の解決を目的とし

た民間非営利組織」のことで，「事業活動によ

って上がった利益を，出資者など資金の提供者

に分配するのでなく，社会的課題の解決のため

に使うことを主目的にするという意味合いであ

る」とのべる。経済同友会は財界団体ではある

が，企業参入ではなく，「社会事業法人」とも通

じる「市民セクター」を提起していることが注

目される。

２保育・介護分野での新たな企業参入促進論と

社会福祉の否定

　経済界は，２０１０年に入って，保育や介護の課

題に，企業参入促進の条件整備をもとめる要望

を強める。日本経済団体連合会が２０１０年４月１３

日に発表した「豊かで活力ある国民生活を目指



して～経団連成長戦略２０１０～」４８）において，次

のような要望とその根拠を提示していることが

注目される。

　まず，保育所経営者に公費から支払われる

「保育所運営費は，当該保育所の運営（人件費・

管理費・事業費）にのみ充当することを原則と

し，使途範囲に制限がある」ことが問題だとし

て，「保育所の新規開設を促進するため，運営

費の使途範囲を見直し，運営費を配当に充当す

ることを可能とすべきである」と要望してい

る。この運営費を株主への配当金に充当するこ

とを認めるべきだとする要望は，先に見た西村

の企業参入反対論とは異なるし，経済同友会の

「市民セクター」への期待とも異質な主張であ

る。企業参入の強い志向性が働いている。

　さらに，増大する保育需要が対応するために

は「多様な事業主体の参入が求められ，そのう

ち株式会社も担い手として重要である。多様な

事業者の参入を促進するためには，初期投資の

負担軽減を図ること，運営費の使途の柔軟性を

高めることが必要となる。保育所設置には一定

の資金が必要であり，円滑な資金調達のもと，

株式会社が施設整備を進めるには，出資者に対

して適正な配当という形で応えなければならな

い面があることに留意する必要がある」と強調

する。初期投資資金を株の販売によって得，そ

の見返りに株主の配当を認めるべきだとする要

望は，事業から回収される剰余金を株主の配当

金に回すことを肯定する提案である。

　経済同友会は２０１０年６月１日に「次世代につ

なげる実効ある少子化対策の実施を～危機意識

を高めて，直ちに取り組むべし～」４９）との提言

を発表し次のように述べている。「保育サービ

スのコストは高い。東京２３区の場合，ゼロ歳児

の保育コストは月額で一人４０～５０万円ほどにな
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る場合もある。しかしながら，特に公立認可保

育所の場合，公的な補助（含む保育士人件費）

が大きく，利用者の負担は低廉に抑制されてい

る。認可保育所は『児童福祉』の事業として公

的補助を受けることを前提に運営されているた

め，補助金なしで安価で良質な保育サービスの

供給増は期待できない。他方，民間企業等が運

営する認可外保育所には補助金が（法律上）出

ない場合が多い。参入のイコールフッティング

とならないので，民間企業等による参入はまだ

少ない。保育所の費用増加をできるだけ抑え，

保育サービスの供給を増やすには，現行制度の

見直し，他の子育て関連施策予算と合わせた合

理化，保育料引き上げ，の三つの方法を組み合

わせる必要がある」として，子育て関連予算の

統合と保育料値上げによる児童福祉としての保

育を否定していく提起となっている。

　さらに経済同友会は介護分野を産業として確

立させる意図で，「持続可能な介護保険制度に

向けた抜本的改革を～公的介護保障の見直しと

介護を自立した産業にするための環境整備～」

という提言を２０１０年６月に発表している５０）。

「介護保険財政の持続性を確保しなければなら

ないことから，入所対象者はより重度者に限定

すべきである」とし，「介護保険施設を自治体，

社会福祉法人，医療法人等以外の主体にも開設

できるようにし，株式会社等，多様な経営主体

の参入を促すべきである。その際，特別養護老

人ホーム等を開設する社会福祉法人に対し行わ

れている公的助成や税制面での優遇措置をなく

し，他の経営主体と競争条件を同一にする必要

がある。特別養護老人ホームへの入所を希望す

る待機者が増加する背景には，施設サービスの

供給量が制限されている上に，こうした公的助

成や優遇措置により，施設利用にかかる費用が



安価なことがある」としている。特別養護老人

ホームの待機者が多いのは，施設整備数が少な

いのではなく，利用料が安価だからとする理由

付けには，その独特な立場が露呈している。

「多様な経営主体の参入促進は，施設サービス

の供給量と利用者の選択肢を増やす。加えて，

自由な競争を通じたサービスの質の向上も期待

できる。なお，低所得者に対する公的支援は，

開設主体への助成や税制優遇措置等を通じて行

うのではなく，原則として所得等をふまえた個

人への直接給付とするべきである」として，

「イコールフッティング論」と利用者への費用

助成の仕組みを肯定している。

　同時に，「介護報酬という公的に定められる

価格のもとで事業を行う制約があるなかで，介

護労働者の賃金を引き上げるためには，保険外

サービス市場を拡大し，介護事業者がより多様

なサービスや付加価値の高いサービスを提供し

ていかなければならない」「今後は，介護サー

ビスへの需要増加はもとより，人々のライフス

タイルや価値観の多様化に伴い，これまでとは

異なる様々な介護サービスの提供が必要となに

なると考えられる。これは，介護事業者にとっ

ては新たな市場を開拓する機会であり，利用者

のニーズを掴み，魅力あるサービスを生み出す

ことに事業者は積極的に取り組むべきである」。

「保険外サービスの利用は原則自由であり，自

治体が例外として利用を制限する場合には，最

小限に留めるとともに，それらをネガティブリ

スト化する等，保険外サービスを利用しやすい

環境を整備する必要がある」と提起している。

これは介護労働者の賃金水準の向上を介護報酬

の増加や公的助成によるのではなく，保険外サ

ービスによる販売活動の収益でまかなう提案で

ある。介護労働者が，自らの賃金を引き上げる
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ために，保険外サービスの販売に力を入れるこ

とを推奨するもので，福祉労働者が賃金向上を

めざすのなら社会福祉以外の業務に取り組むべ

しとして，自ら福祉労働から外れていくことを

誘導する提起となっている。

３産業政策としての保育・介護政策の提起５１）

　保育・介護分野を内需拡大の産業政策に位置

づける方針は，厚労省ではなく経済界の影響力

の強い経済産業省内で具体化が進められてき

た。２０１０年６月に発表された，産業構造審議会

産業競争力部会報告書「産業構造ビジョン

２０１０」は，「戦略５分野」のひとつとして，「医

療・介護・健康・子育てサービス」分野を位置

づけている。「介護保険のサービス分野につい

て，新たな民間事業者の参入や事業者の効率的

運営を可能にする仕組みなどの環境整備を進め

…介護保険外のサービス分野についても，個人

の多様なニーズに応じたサービス組成が可能と

なるよう，高齢者のケアプランを作成するケア

マネージャーが積極的に介護保険外サービスを

活用してケアプランの質を高めていくモチベー

ションを持てる環境を構築」し，「保険外サー

ビス事業者からケアマネージャーに対する報酬

システムの確立や，より質が高いケアプランを

作成するケアマネージャーがより多くのケアプ

ランを担当できる仕組みの構築が必要と言え

る」としている５２）。

　さらに，「子育てサービス」では，企業参入を

促進するために「既存事業者と新規参入者のイ

コールフッティングをあらゆる面で徹底する」。

「行政の支援の在り方については，行政が利用

者に直接保育サービスの利用券を支給し，利用

者自ら自由にサービスを選択，供給者側に適切

な競争が生じる制度へと変更する」。保育料に



ついては「認可外保育施設と一体の市場を構築

するにあたっては，事業者による弾力的な価格

設定を検討すべき」５３）。「保育サービスを二分す

る現行の幼保制度の垣根を取り払って一つの制

度とし，…価格制度を含めた一本化を検討す

る」５４）。「認可外保育施設が提供している多様な

子育てサービスの供給を拡大するためには，幼

稚園や保育所と一体化した共通の市場の構築を

検討するとともに，効率化により保育料を引き

下げても成立するビジネスモデルを追求する

…。複数施設の経営などによる経営規模の拡大

は効率化の手段として有望である」５５）としてい

る。

　この報告書の提起は，閣議決定「新成長戦略

～「元気な日本」復活のシナリオ～」（２０１０年６

月１８日）としてオーソライズされ，「幼児教育

と保育をともに提供する『こども園（仮称）』に

一本化，実施体制の一元化を行うとともに，指

定制度の導入，利用者が自ら選択する事業者と

契約する利用者補助方式への転換，「こども園

（仮称）」について価格制度を一本化等により多

様な事業主体の参入促進による様々な子どもの

事情に応じた幅広いサービス提供を行う。２０１７

年には待機児童が解消し，保護者の就労形態等

によらず，すべての子どもに質のよい成育環境

が整備されることが期待される」５６）とまとめら

れた。

まとめにかえて

　社会福祉施設・事業所の経営をめぐる言説

は，「社会福祉基礎構造改革」のもとで浮上し，

今日では産業政策に社会福祉を解消する議論に

収斂されてきた。そして社会福祉法人に対する

助成策や，社会福祉事業における規制策は，企
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業参入を妨げる障壁でありなくすべきものとし

て捉えられるようになってきた。施設・事業所

の経営には「経営効率」が強調され，ケアマネ

ージャーは「保険外サービス」との組み合わせ

をすることが推奨され，ソーシャルワークを，

住民の福祉を追及する公的責任を最先端で担う

福祉労働者ではなく，事業所の営業マンとして

の役割が期待されるということが公然と提示さ

れるようになってきている。効率性が強調され

る事業所ほど正規職員が多数の非正規職員に置

き換えられていくことも容易に予想される。社

会福祉事業に対する国の責任を限りなく縮小さ

せ，社会福祉を必要とする人が，必要な援助を

うけられず，選択肢として提起されるサービス

は本人の必要からはずれたものが示され，ケア

マネージャーはその役割を担わされて利用者と

の間に不信の壁が作られ，問題を一層複雑にす

る事態が危惧される。社会福祉事業経営の研究

分野でもとめられているのは，このような新自

由主義路線の社会福祉分野への浸透が戦後日本

で構築されてきた社会福祉やソーシャルワーク

の到達点を歪め解体に導く道ではないのかリア

ルに検討するとともに，社会福祉とソーシャル

ワークを今日にふさわしく再建していく手がか

りを模索することにあるのではないだろうか。

　本稿では，政策と経営の現場に近いところで

の言説に絞って検討し，これらの言説に対する

研究者の論説は意識的に検討の対象からは，除

外してきた。それは，言説の推移を鮮明する意

図からであった。研究者による理論的・実証的

研究の検討は別稿にゆずることとしたい。

注
１） 介護保険事業や障害者自立支援事業におけ
る，事業者の業務の変化については次の調査報



告がある。『新しい公私関係の構築をめざす
「準市場」化時代の非営利福祉事業体と公共部
門の課題』（平成１７年度～１９年度科学研究費補
助金基盤研究（C）研究成果報告書）研究代表
者　鈴木勉，２００８年５月。『変容する福祉市場
と地域における福祉供給体制の再編』（平成２０
年度～２２年度科学研究費補助金基盤研究（C）
研究報告書）研究代表者　鈴木勉，２０１１年３
月。

２） 三浦文夫『増補　社会福祉政策研究』全国社
会福祉協議会，１９８５年

３） 三浦前掲書１３頁
４） 三浦前掲書１５頁
５） 三浦前掲書４９頁
６） 三浦前掲書１５頁
７） 真田是『現代の社会福祉理論』労働旬報社
１９９４年，１５０頁

８） 三浦前掲書５９-６０頁
９） 真田是が「対象の対象化」という概念を明確
に提起したのは真田・一番ケ瀬編『新版社会福
祉論』（有斐閣，１９７５）においてであった。真田
は後年，筆者石倉にインタビュー（近刊の著作
集で紹介予定）で次のように語ったことがあ
る。「有斐閣から出した『新版社会福祉論』
（１９７５年）で僕に関わっての反響が大きかった
のは「対象の対象化論」という，後の考え方が
芽のようなかたちであったんだろうね。社会福
祉っていうのは現実の社会問題を全部対象にし
ているわけじゃなくて，政策側の都合の中で，
対象をピックアップしとると。そういう対象の
対象化って言う言葉はまだ使ってないけども，
触れてるっていう点でまあ東京の連中なんかも
大分面白がったね。…三浦文夫がこの本につい
てなんか評価してて，「この本は真田は社会福
祉じゃないところを書いているんだけど，そこ
だけが一番おもしろい」という，つまり社会福
祉の本としては大したことないという書評やっ
たんだよね。…ひどい言い方をしやがって。そ
の頃はまだ仲が良かったんだけど」。このイン
タビューは２００４年８月７日から１０日にかけて，
後に公表することを了解の上で行った。

１０） 三浦前掲書１０６頁
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１１） 三浦前掲書１１７頁
１２） 「措置制度」において，「公的責任」の範囲に

それ自体にあいまいさを残しているという指摘
はある。河野正輝『社会福祉の権利構造』有斐
閣，１９９１年９月５７頁。

１３） 「社会福祉基礎構造改革について（主要な論
点）」中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分
科会１９９７年１１月２５日

１４） 「社会福祉基礎構造改革について（中間のま
とめ）」中央社会福祉審議会社会福祉構造改革
分科会，１９９８年６月１７日

１５） 同上
１６） 第１５回中央社会福祉審議会社会福祉構造改革

分科会議事要旨，１９９８年１１月１７日
１７） 同上
１８） 同上
１９） 「社会福祉基礎構造改革について（中間のま

とめ）」中央社会福祉審議会社会福祉構造改革
分科会，１９９８年６月１７日

２０） 同上
２１） 同上
２２） 同上
２３） 同上
２４） 斉藤浩編『民間福祉への行政責任を問う，福

祉のひろば臨時増刊号』１９８７年
２５） 斉藤浩「民間社会事業への行政責任」斉藤編

前掲書，３６-３８頁
２６） 田村和之「措置制度をどう変えようとしてい

るのか」斉藤編前掲書，１０５頁
２７） 田村前掲論文，１０７頁
２８） 田村前掲論文，１１０頁
２９） 田村前掲論文，１０８-１０９頁
３０） 西村周三『医療と福祉の経済システム』ちく

ま新書，１９９７年，１５７頁
３１） 西村前掲書，９３頁
３２） 西村前掲書，１５９頁
３３） 西村前掲書，１６７～１６８頁
３４） 西村前掲書，１７２～１７５頁
３５） 西村前掲書，１７５～１７７頁
３６） 西村前掲書，１７５～１７７頁
３７） 西村前掲書，１７８頁
３８） 石倉康次・玉置弘道編『講座２１世紀の社会福



祉第４巻　転換期の社会福祉事業と経営』かも
がわ出版，２００２年

３９） 石倉康次「社会福祉事業の場の再構築と社会
福祉事業体」石倉康次，玉置弘道編，前掲書所
収

４０） 堤修三「社会福祉法人の現状とこれからの在
り方」『社会福祉法人の在り方研究会報告書』
大阪府社会福祉協議会２００７年，３７頁

４１） 堤同上p３８-３９
４２） 角瀬保雄「非営利・協同組織とその経営」
『非営利・協同組織の経営』ミネルヴァ書房，
１９９９年，９頁

４３） 福祉の公的責任と社会福祉法人等のあり方に
かんする検討会『福祉の公的責任と社会福祉法
人等のあり方に関する「中間のまとめ」』社会
福祉施設経営者同友会，２００８年１月。検討会で
は，広く関係者に議論を呼びかける意図で，
「最終報告」とはせず「中間のまとめ」とした。

４４） 同上１０頁
４５） 同上１１～１４頁
４６） Iain Fergudson, Reclaiming Social Work 

Challenging Neo-liveralism and Promoting 

Social Justice, Sage Publications 2008（石倉・
市井監訳『ソーシャルワークの危機と再生』ク
リエイツかもがわ，２０１１年）

４７） 通商産業省「ソーシャルビジネス研究会報告
書」２００８年４月

４８） 日本経済団体連合会「豊かで活力ある国民生
活を目指して～経団連成長戦略２０１０～」２０１０年
４月１３日，これ以外にも「社会福祉法人以外に
も社会福祉法人会計基準に基づく経理処理が求
められる」が株式会社等では専任の事務担当者
の配置等「過重な事務負担が強いられている」
ので廃すべき，「保育士試験の受験資格を緩和
し，認可外保育施設で一定期間，保育に従事し
た者を対象に含めたうえで，勤務実績に応じ一
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定の科目免除を行うなど，見直しを行うべき」，
「保育室を４階以上に設置する場合の避難設備
について，屋外階段を必置とするのではなく，
仮に屋外階段がない場合であっても，建築基準
法に定める特別避難階段が設置されている場合
には，建物の主要構造物の構造状況（耐火構造
であるか否か），非常用エレベータ（建築基準
法第３４条）の設置状況，加圧防煙システムの存
否等を総合的に勘案して認める」よう要望を行
っている。

４９） 経済同友会「次世代につなげる実効ある少子
化対策の実施を～危機意識を高めて，直ちに取
り組むべし～」２０１０年６月１日

５０） 経済同友会「持続可能な介護保険制度に向け
た抜本的改革を～公的介護保障の見直しと介護
を自立した産業にするための環境整備～」２０１０
年６月

５１） 産業構造審議会産業競争力部会報告書「産業
構造ビジョン２０１０」（２０１０年６月）では今後１４０
兆円以上の市場創出をみこめる分野として①原
子力，水，鉄道等の「インフラ関連／システム
輸出」②「環境・エネルギー課題解決産業」③
「医療・介護・健康・子育てサービス」④ファ
ッション，コンテンツ，食，観光等の「文化産
業立国」，⑤ロボット，宇宙等の「先端分野」を
あげている。この委員には大企業の役員クラス
が多数入っているが，社会福祉関係者は一人も
入っていない。議事要旨しか公表されず個々の
発言者も不明である従って，介護福祉分野の構
想の下絵は官僚が作成したと判断される。

５２） 同報告書１４９頁
５３） 同報告書１６９～１７０頁
５４） 同報告書１７１頁
５５） 同報告書１７２頁
５６） 閣議決定「新成長戦略～「元気な日本」復活

のシナリオ～」２０１０年６月１８日
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Abstract: Neoliberal policy was introduced into Japanese social welfare system these two decades. 

I try to trace the shifting process of the discourses around the Neo-Liberal Reform in Japanese 

Social Welfare Administration. The discourses which I focused are introduced by the persons who 

stood near the policy planner or the administrators of social welfare organizations. I described 

some key terms, for example, the service provider, the entry of private company into welfare 

service provider, the regulation in social welfare, equal footing, the Sochi System bashing, contract 

system, freedom of choice, the reform of Social Welfare Charitable Organization, New Public and 

the Social Care policy as an economic policy. And also I described that those key words are 

involved braking down the fundamental function or the historical remarks of social welfare and 

social work in Japan after World War II.

Keywords: Neo-liberalism, the Sochi System, Social Welfare Charitable Organization, New Public 

Management, the Regulations in social welfere
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